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令和７年度 第６回 普代村教育委員会定例会 会議録 

委 員 会 年 月 日 令和 ７年 ９月３０日 

会 議 の 場 所 普代村役場３階 第一委員会室 

開 閉 会 日 時 及 び 

宣 言 

開 会 令和 ７年 ９月３０日 午前１０時００分 教育長 三 船 雄 三 

閉 会 令和 ７年 ９月３０日 午前１０時５０分 教育長 三 船 雄 三 

応 （ 不 応 ） 招 委 員 

及 び 出 席 並 び に 

欠 席 委 員 

出席 ４ 名  

欠席 １ 名  

議席番号 氏   名 出欠席 議席番号 氏   名 出欠席 

１ 中 村 英 伸 出 ４ 大 村 克 伸 欠 

２ 熊 谷 榮 子 出 ５ 三 船 雄 三 出 

３ 畠 山 智 美 出    

 

職 務 の た め 会 議 に 出 席 

し た 者 の 職 氏 名 

職 名 氏   名 職 名 氏   名 

教育次長 道 下 勝 弘   
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議 事 日 程 及 び 

会 議 に 附 し た 事 件 

 

１ 開   会 

２ 挨   拶 

３ 会期の決定 

４ 諸 報 告 

 １）９月諸報告について 

 ２）普代村議会定例会における教育委員会関係の一般質問及び答弁要旨について 

５ 議   事 

 １）報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度普代村一般会計補正予算 

（第６号）について） 

６ 協議事項 

 １）当面する課題について 

７ そ の 他 

 １）各委員から 

 ２）１０月行事予定について 

 ３）その他 

８ 閉   会 
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会議の経過 内     容 

開   会 教 育 長  ただいまから、令和７年度第６回普代村教育委員会定例会を開催いたします。 

あ い さ つ 教 育 長  ９月 26 日から 28 日までの３日間、ふだいまつりが開催され、晴天にも恵まれまして沢山の方々から普代

村においでいただき、盛大に、そして、事故無く終了できたということでございます。大変賑わった３日間だ

ったかなあと思います。皆様方からもご参加いただき、感謝申し上げます。 

 本日欠席されておりますが、この度の９月定例議会におきまして、９月 30 日に任期満了となる大村委員の

再任につきまして、議員全員の同意をいただき再任されましたことをここにご報告させていただきます。大

村委員には引き続き本村教育委員として、本村教育の推進に向けご指導賜りたいと思っております。 

 10 月最初の土曜日に、毎年、はまゆりマラソン大会を開催しておりますが、30 年以上が経過し、大会の在

り方等再構築する思いもあり、今年度は中止させていただきます。次年度、リニューアルした大会を開催した

いというふうに思っております。楽しみにしていた子どもたちはいたと思いますが、ご理解いただければと

思っております。 

 10 月 11 日の土曜日ですが、午前９時から子ども園の運動会ということでございます。皆様にはご案内が

いっておりましたでしょうか。なかなか園庭を使って運動会ができていないわけですが、昨年はできました

が、今年も天候に恵まれて園児たちの声が園庭に響く、楽しいひと時になればなあと思っております。今、練

習に余念が無いようでございます。大芦園長に聞けば、今、園児たちはお祭りモードに入っているようです。 

 そして、10 月 25 日はスクールフェスタとなります。義務教育学校開校に向けて、その取り組みも充実して

きております。今年度は運動会を一緒に行ったわけですが、そこでできなかった小学校の綾遊び、そして、七

頭舞も披露されると聞いております。子どもたちのこれまでの頑張り、一緒に励ましたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 さて、本日の定例会は、議案は１件でございます。スムーズな進行にご協力を賜りますようお願い申し上

げ、挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 

会期の日程 教 育 長 それでは３の会期の決定に移ります。本定例会の会期を本日１日限りとすることとしてよろしいでしょう 
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会議の経過 内     容 

  

各 委 員 

教 育 長 

か。 

 異議なし。 

異議なしと認め、会期は本日１日限りと決定いたします。 

諸 報 告 

 

教 育 長 

教 育 次 長 

 

教 育 長 

中 村 委 員 

教 育 次 長 

中 村 委 員 

教 育 長 

各 委 員 

教 育 長 

各 委 員 

教 育 長 

 

 

教 育 次 長 

４諸報告、１）９月の諸報告について、事務局の説明を求めます。 

それでは９月の諸報告について説明いたします。 

 （９月諸報告を朗読説明「説明内容は記載を省略」） 

 ９月諸報告について報告いただきました。何かご質問等はございませんでしょうか。 

 災害対応検証会議の内容は後程教育委員にも報告いただけるのでしょうか。 

 その予定でいました。検証報告書ができましたら、定例会でご報告させていただきます。 

 わかりました。ありがとうございます。 

 そのように進めさせていただきたいと思います。他にございませんでしょうか。 

 （発言なし） 

 よろしいですか。 

 はい。 

 後でお気付きの点がございましたらお願いしたいと思います。それでは１）の９月の諸報告については以

上とし、次に、２）の普代村議会定例会における教育委員会関係の一般質問及び答弁要旨について、報告願い

ます。 

諸報告２は、９月定例会におきまして、１件、教育委員会に関係する一般質問がありましたので共有をさせ

ていただきます。 

質問事項は、老朽化した、ふれあい交流センターの建設・移転についてで、その要旨は、ふれあい交流セン

ターの耐震診断結果を踏まえた庁内検討の状況と図書室等を併設する複合施設的、仮称新ふれあいセンター

建設構想等についての早期方向付けについての２点でございます。答弁要旨とはなっておりますが、ほぼ全 
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会議の経過 内     容 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

畠 山 委 員 

教 育 次 長 

 

 

 

畠 山 委 員 

教 育 次 長 

 

 

教 育 長 

文を記載してございます。なお、下線部が質問に対応する答弁要旨となります。 

 まず１点目の質問に対する答弁は、村長政策協議が実施済みとなっており、その協議結果は、建設コストの

最小化や継続したサービス提供などを評価し、結果、耐震済み施設である管理センターへ機能移転すること

に決定。現在、事務所として使用している社会福祉協議会さんと今後協議を進める予定であります。 

 次の２点目の質問に対する答弁は、義務教育学校の建設や地球温暖化対策を推進するための公共施設等の

省エネ再エネ化、また、老朽化が進む公共施設の安全確保対策など、優先すべき事業が続く状況でもあること

から、これらの事業が一定の進捗を見せ、将来負担の安心度を見極めた後、現時点で何年後ということを明言

することはできないが、今後、議会の皆さまと相談をさせていただき、また、産業団体や村民の皆さまからご

意見等頂戴しながら、構想の実現に向け取り組ませていただきたいという答弁でございました。 

 なお、この新ふれあいセンター建設構想につきましては、以前の議会におきまして、村長から構想に関する

答弁があり、それに関連した質問でありました。諸報告２については以上でございます。 

 諸報告２について報告がありました。何かご質問があればお願いします。 

 １点目の管理センターへの機能移転の時期については、いつ頃を予定しているのでしょうか。 

政策協議など庁内で具体の時期を共有したということではありませんが、令和８年度末までには機能移転

したいと考えております。早ければ年末までに機能移転し、１月には管理センターで図書のサービスを開始

できればと考えております。現在、工事の設計、見積等少しずつ取り進めているところであります。金額的な

ものはまだ申し上げる段階になく、工期とすれば最短で３カ月から４カ月を見込んでおります。 

場所はどこを予定しているのでしょうか。 

数パターンを考えておりましたが、１つの案としては、１階の事務室はそのまま使用することとして、あま

り活用されていない２階の調理室や和室、小会議室を改修し、ワンフロアにして、そこに図書機能を移転させ

るという考えでいました。 

 よろしいでしょうか。まだ決まってはいませんが、現時点では２階の全部を図書室にする考えでいます。 
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会議の経過 内     容 

 教 育 次 長 

畠 山 委 員 

 

教 育 次 長 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

畠 山 委 員 

教 育 長 

 

中 村 委 員 

教 育 長 

教 育 次 長 

 

中 村 委 員 

教 育 次 長 

中 村 委 員 

教 育 長 

 その他、機能移転に加え、エレベーターの設置についても検討したいと考えております。 

 ２点目の新ふれあいセンター構想は未定で、いつかやりたいなあというところだと思うんですが、そこが

できれば図書室もまた移るということになりますか。 

 駅前の複合施設に図書室を移転させるかは、どの様な建物で、どの様な機能を集約させるかというところ

を今後検討しなければならないんだろうと思います。また、時期的なものを明言できないということは先程

説明した通りで、公共施設の老朽化対策、安全確保対策というのは、今回のふれあい交流センターの耐震診断

結果をもって移転をさせるんですが、それ以外の公共施設の安全対策も必要になってきます。今後更に集中

と選択、何を優先すべきかを議論しなければならないと思っていますので、複合施設の着手はまだまだ先か

なあと思っています。 

 図書室機能を一旦管理センターに移し、今の交流センターの２階には昔の漁具や農機具など沢山あります。

あれを捨てるわけにはいきませんので、展示スペースも必要になります。 

 郷土資料館はまだ移転せず、そのまま置いておくことになりますか。 

 そうなります。あそこにあのような物があることを知らない人もいるかもしれません。その他、よろしいで

しょうか。 

 今のふれあい交流センターの建物は将来的には解体ということでしょうか。 

 危険な建物になりますので、そうなると思います。 

 震度６強から震度７の耐震基準を下回る結果となっています。診断は各階層の縦と横の軸の強度を調査し、

４箇所中３個所が要補強という結果でありました。 

 震災の時は５強でしたか。 

 そうですね。 

 わかりました。 

 たしか昭和 34 年に建った建物だったと思いますので、66 年が経過したものになります。よろしいですか。 
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会議の経過 内     容 

 各 委 員 

教 育 長 

 はい。 

 それでは以上で４の諸報告を終わります。 

議   事 教 育 長 

 

教 育 次 長 

 

次に、５の議事に入ります。報告第１号専決処分の承認を求めることについて議題といたします。事務局の

説明をお願いします。 

報告第１号専決処分の承認を求めることについて。令和７年第８回普代村議会定例会に提出するため、令

和７年度普代村一般会計補正予算第６号教育委員会分について、別紙のとおり地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第 29 条の規定により、村長から意見を求められたが、教育長に対する事務委任規則第４条の規

定に基づき、令和７年９月 17 日付けで同意したので、同条第２項の規定により報告し、承認を求めるもので

ある。専決年月日は令和７年９月 17 日。専決の内容は、令和７年度普代村一般会計補正予算第６号教育委員

会分となります。２ページをお開き願います。 

はじめに、歳入歳出款別総括表でございます。教育委員会関係予算は、歳入で 237 千円の増額、歳出で 4,472

千円の増額でございます。３ページからが科目別明細となります。 

（１）歳入、18 款１項７目教育施設等整備基金繰入金は、補正額 220 千円の増額、補正後の額を 30,547 千

円とするものでございます。補正理由は、歳出予算における校章デザイン校正料分の財源を増額するもので

ございます。 

次の 20 款５項３目雑入は、補正額 17 千円の増額、補正後の額を 1,572 千円とするものでございます。補

正理由は、矢巾町交流事業参加料を皆増とするものでございます。次のページをお開き願います。 

（２）歳出、３款２項４目子ども園費は、補正額 28 千円の増額、補正後の額を 84,493 千円とするもので

ございます。補正理由は、パソコンリース料の増額でございます。 

次の 10 款１項１目教育委員会費は、補正額 50 千円の増額、補正後の額を 1,357 千円とするものでござい

ます。補正理由は、教育長交際費の実績見込みによる増額でございます。 

次の 10 款１項２目事務局費は、補正額 3,667 千円の増額、補正後の額を 74,728 千円とするものでござい 
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会議の経過 内     容 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

中 村 委 員 

教 育 次 長 

 

 

 

教 育 長 

各 委 員 

教 育 長 

各 委 員 

ます。補正理由は、新採用職員 1 名の人件費の増額でございます。 

 次の 10 款１項６目学校建設費は、補正額 220 千円の増額、補正後の額を 1,688,210 千円とするものでござ

います。補正理由は、校章デザイン校正料の皆増でございます。 

次の 10 款４項１目社会教育総務費は、社会教育事務で補正額 36 千円の増額、補正後の額を 3,437 千円と

するものでございます。補正理由は、岩手県社会教育委員研究大会への参加に係る旅費の増額でございます。

なお、家庭教育支援事業は、補正額は無く、矢巾町交流事業参加料分を財源補正するものでございます。 

次の 10 款４項２目文化財保護費は、補正額１千円の増額、補正後の額を 2,205 千円とするものでございま

す。補正理由は、旅費規程の改正による増額でございます。 

次の 10 款５項２目体育施設費は、補正額 470 千円の増額、補正後の額を 9,772 千円とするものでございま

す。補正理由は、海洋センターの排煙濃度計及び太陽光発電計測装置用無停電装置等修繕料の増額でござい

ます。 

以上、報告第 1 号専決処分の承認を求めることについて、説明を終わります。 

報告第１号の説明が終わりました。これより質疑を許します。 

校章デザイン校正料の皆増は、新たにデザインし直してもらった分でしょうか。 

昨年度末にデザイナーさんから４案制作いただきました。今年度に入り、デザイナーさんから１案追加の

ご提案があり、５案をもって児童生徒のアンケートを実施し、票数の一番多かった１つを最終案としていま

す。今回の校正料は、最終案の校章を各用途に確定させるための作業をお願いするため計上させていただい

たものとなります。 

その他、よろしいでしょうか。 

はい。 

それでは報告第 1 号の専決処分については、先程の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

異議なし。 
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会議の経過 内     容 

 

 

教 育 長 

 

異議なしと認め、報告第１号は原案のとおり承認されました。ありがとうございます。以上で議事は終了い

たしました。 

協 議 事 項 

 

 

教 育 長 

教 育 次 長 

 

 

 

 

中 村 委 員 

教 育 次 長 

畠 山 委 員 

教 育 次 長 

 

畠 山 委 員 

教 育 次 長 

熊 谷 委 員 

教 育 次 長 

中 村 委 員 

教 育 長 

中 村 委 員 

教 育 次 長 

中 村 委 員 

次に、６協議事項、１）当面する課題について、事務局から何かありますか。 

９月 25 日に実施することとしてご案内しておりました学校等訪問につきましては、過半の委員のご都合が

合わず実施を見送りさせていただきました。ここで委員の皆様のご都合をお聞きし、改めて日程調整させて

いただければと考えております。 

昨日の災害対応検証会議において、園長及び学校長のご都合をお聞きしたところ、子ども園は 15 日又は 22

日、小中学校は８日が対応可能とのことで２日間での実施をお願いさせていただきたいと考えております。 

８日は今月ですか。 

来週の８日、水曜日となります。 

時間帯は何時からでしょうか。 

時間帯は午前中で、８日は小中学校となりますので、１時間半ずつを考えております。皆様のご都合はいか

がでしょうか。 

午前中であれば大丈夫です。 

熊谷委員はいかがですか。８日と 15 日又は 22 日の日程ですが。 

どちらでも大丈夫です。 

中村委員はいかがでしょうか。 

学校給食の関係で、献立の内容を変更していただけますでしょうか。 

例えば、16 日のパン給食を 15 日にするとかであれば大丈夫ということですか。 

そのようにできれば、学校訪問に参加できるんですが。 

栄養教諭に確認します。 

そうしていただければ助かります。 
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会議の経過 内     容 

 教 育 次 長 

教 育 長 

教 育 次 長 

 

教 育 長 

仕入れの関係もあると思いますので、確認させていただきます。 

とりあえず 15 日を想定し、給食センターを確認しておきます。 

それでは、10 月８日が小中学校、10 月 15 日が園訪問ということでご案内をさせていただきます。ありが

とうございました。私からは以上となります。 

それでは６協議事項の当面する課題は以上といたします。 

そ の 他 教 育 長 

畠 山 委 員 

 

 

 

教 育 次 長 

 

 

 

 

教 育 長 

熊 谷 委 員 

 

 

教 育 長 

 

 

次に、７その他、１）各委員からとなりますが、皆様から何かございましたらお願いいたします。 

教育振興基本計画を策定するに当たって、児童生徒や教職員、保護者からアンケートを取ったかと思いま

すが、その結果を共有していただきたいと思います。というのも教育委員のインタビューを受けた時に、業者

さんから、先生も同じような意見でした、ということがありましたので、先生とか保護者の方々がどういうこ

とを思っていらっしゃるのかを見たいと思いお願いしたいです。 

まだ報告書としてまとめていませんので、完成したらお示しいたします。教育振興基本計画は、普代村の今

後 10 年を見据えた中での、５年間の方向性を示すものでございます。当然、教育委員会の定例会もそうです

が、計画策定には総合教育会議を開催して、委員の皆さまからお認めいただき、その後に計画を公表するとい

ったスケジュールとなります。総合教育会議でアンケート内容を報告することは考えておらず、本定例会で

報告、共有をさせていただく予定としていますので、よろしくお願いいたします。 

他にございませんか。 

昨日の朝、テレビに出ていましたバスの事故の件ですが、運転手に第１運転手と第２運転手がいるような

んですが、普代村ではどのようになっていますでしょうか。普段の運転手が具合が悪くなった時に、代わりの

運転手を頼まなきゃいけないんですよね。第２運転手が運転していたようですけど。 

いつもの運転手ではなかったようです。専門家は、スピードは出していない、ブレーキも踏んでいない、運

転手さんの病気か何か分からないが一瞬気を失って、安全運転をしながら事故を起こしたということで、エ

アバックも出ていなかったようです。園児は軽い怪我で済んだようです。 



11 

 

会議の経過 内     容 

 畠 山 委 員 

 

教 育 次 長 

 

 

教 育 長 

各 委 員 

教 育 長 

 

教 育 長 

中 村 委 員 

教 育 次 長 

 

中 村 委 員 

教 育 長 

熊 谷 委 員 

教 育 長 

 

 

 

 

畠 山 委 員 

それに関連してなんですけども、庁内で公用車を使う時はアルコールの呼気検査を行っていると思うんで

すが、村営バスとかも徹底されているんでしょうか。 

法的義務として各事業所が行うもので、運転前と運転後に呼気検査を行うこととなっています。役場では

２名の安全運転管理者がおり、各事業所でも管理者を置いていますので、役場から事業所に対し検査をして

くださいということはありません。 

他にございませんでしょうか。 

（発言なし） 

無ければ、２）の 10 月行事予定に移ります。事務局の説明をお願いします。 

（10 月の行事予定について朗読説明「説明内容は記載を省略」） 

10 月の行事予定について、ご質問等はございませんでしょうか。 

夢先生はどなたですか。 

ラグビー元日本代表の方で、テレビにもよく出演される有名な方のようですが、名前を失念してしまいま

した。申し訳ございません。 

講演会的な内容ですか。 

実技と授業になります。前回はサッカー選手で、体育館で実技をやった後、教室で授業をやりました。 

楽しそうですね。 

子どもたちは生き生きしますよ。基本的に子どもたちに何を伝えたいかということは、夢を持たなかった

ら実現できないことがいっぱいあるよっていうお話を、その方も小さい頃からサッカー選手になりたい、そ

のためにどうしなければならないのかっていうことを小学校、中学校、高校、大学まで頑張ってきた、夢をつ

なげる努力というか、自分が目指すものになるためには当然人知れずの努力があるわけで、そのことをあき

らめないで進んでねっていう話しをしてくれます。 

それは全学年ではなくって。 
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会議の経過 内     容 

 教 育 長 

畠 山 委 員 

中 村 委 員 

熊 谷 委 員 

教 育 長 

 

熊 谷 委 員 

教 育 長 

教 育 次 長 

熊 谷 委 員 

教 育 長 

教 育 次 長 

 

熊 谷 委 員 

教 育 次 長 

教 育 長 

 

各 委 員 

５年生と中学２年生かな。 

毎年その学年が授業を受けるんですね。 

はい、わかりました。今回はラグビー選手ですね。 

今回はラグビー元選手ですが、別の選手の方もいらっしゃるんですか。 

日本サッカー協会の中にプロジェクトがあって、そのプロジェクトに登録したアスリートがその都度派遣

されます。マラソン選手だったり、バレー選手だったり、柔道だったり、メダリストだったり。 

男子の方が多いですね。 

ビーチバレーやスケートなど、女子の選手も多いですよ。 

派遣される選手は、夢プロジェクトに登録された選手を日本サッカー協会が調整し、派遣するものです。 

そんな方をお呼びできるってすごいですね。 

夢のプロジェクトですから。 

申し訳ございませんが、10 月行事予定表の８日に小中学校訪問、15 日に子ども園訪問を入れていただきた

いと思います。時間は、両日とも午前９時でお願いします。 

参観日ではなく、訪問ですか。 

参観もしますが、昨年度も行った学校訪問事業です。 

授業参観をして、その後に校長から学校経営とか、教育委員会への要望とか、子どもたちの様子とかを聴取

する内容になります。よろしいでしょうか。 

はい。 

閉   会 教 育 長 それでは以上を持ちまして、令和７年度第６回普代村教育委員会定例会を閉会とさせていただきます。 
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